


運動の重点 こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保11
推進項目１

横断歩道を渡るときは、運転者に意思を伝え、
横断中も周囲の安全を確認しましょう。

歩行者の交通ルール遵守の徹底

推進項目2

通学路や、こどもが日常的によく利用する道路
などで、見守り活動を推進しましょう。

歩行者の安全の確保

こどもや高齢者、障がいのある人が道路を横断しようとしている場合には、
声掛け、誘導するなど、地域一体となった交通安全活動を推進しましょう。

運動の重点 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶22
推進項目１

夕暮れ時の早めのライト点灯とハイビームの
適切な使用を心がけましょう。

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

推進項目２

歩行者や他の車両に、「思いやり・ゆずり合い」
の気持ちを持って運転しましょう。

運転者の歩行者等保護意識の向上

推進項目３

地域や職場などでは、「飲酒運転を絶対にしない、
させない、許さない」という環境を作りましょう。

飲酒運転の根絶

推進項目４

ドライブレコーダーを取り付け、「思いやり・
ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。

妨害運転等の防止

推進項目５

加齢など身体機能の変化が
運転に及ぼす影響を理解し、
安全に運転しましょう。

高齢運転者の
交通事故防止

推進項目６

シートベルトとチャイルド
シートで、交通事故の場合の
被害軽減を図りましょう。

後部座席を含めた全ての
座席のシートベルト着用と
チャイルドシートの
正しい使用の徹底

推進項目７

ヘルメットとプロテクターの
着用で、交通事故の場合の
被害軽減を図りましょう。

二輪運転者に対する
広報啓発



運動の重点 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底33

全ての自転車利用者に、ヘルメット着用の努力義務があります。
自転車事故被害者の救済のため、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
自転車の両側面に反射器材を備え、自転車の定期的な点検整備に努めましょう。

自転車利用者のヘルメット着用と安全確保

自転車は、原則として車道通行、車道は左側通行、歩道は歩行者優先など、
交通ルールを守って走行しましょう。イヤホン・携帯電話使用運転、
傘差し運転は、法令により禁止されています。

自転車の交通ルール遵守の徹底

令和５年７月１日から、特定小型原動機付自転車に関する新たなルールができました。
法律で定める基準を満たさないものは、特定小型原動機付自転車にはなりません。
交通事故の場合の被害を軽減するため、運転するときは、ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車のヘルメット着用と
交通ルール遵守の徹底

地域ぐるみの見守り活動

早めのライト点灯とハイビームの適切な使用
ライト点灯時間の

目安

～「ながら見守り」で 犯罪や事故からこどもたちを守りましょう～
登下校の時間帯に合わせて、

など、時間と場所を工夫して、日常生活の中で登下校中のこどもたちを見守りましょう。

９月 午後５時 10月 午後4時30分

外に出て
花の水やりをする

家の前で
掃き掃除をする

犬の
散歩をする

推進項目１

推進項目２

推進項目３
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